
 

農 業 委 員 会 会 議 録 
    児 玉 郡 神 川 町 農 業 委 員 会 

開 催 年 月 日 及 び 開 催 場 所 令和２年１月２４日 神 川 町 役 場 本 庁 舎 ３ 階 会 議 室 

開 議 時 刻 及 び 宣 告 者 午後１時３０分 神川町農業委員会長 櫻澤 泰信 

閉 会 時 刻 及 び 宣 告 者 午後３時３０分 神川町農業委員会長 櫻澤 泰信 

議   長 櫻 澤 泰 信 議事参与制限委員数 ０ 傍聴人数 ０ 

出席した事務局職員 事務局長 櫻澤 典明・事務局長補佐 堀口 二三夫・事務局主事補 岩井 亮介 書 記 事務局長補佐 堀口 二三夫・事務局主事補 岩井 亮介  
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席次

（仮） 
氏    名 出欠 

席次

（仮） 
氏    名 出欠 席次 氏    名 出欠 

１ 野村 清太郎 ○ ９ 髙宮 和浩 ○    

２ 長谷川 隆 ○ １０ 清水 武 ○    

３ 萩原 康広 ○ １１ 櫻澤 泰信 ○    

４ 中井 健一 ○ １２ 松本 由紀子 ○    

５ 須川 朋和 ○ １３ 野村 千江子 ○    

６ 髙栁 義信 ○       

７ 坂本 等 ○       

８ 髙田 英夫 ○       

席次 氏    名 出欠 席次 氏    名 出欠 席次 氏    名 出欠 

１ 髙宮 和浩 ○ ９ 松本 由紀子 ○ ４ 佐藤 文雄 ○ 

２ 髙栁 義信 ◎ １０ 清水 武 × ５ 齊藤 克美 × 

３ 髙田 英夫 ◎ １１ 中井 健一 ○ ６ 新井 英雄 ○ 

４ 須川 朋和 × １２ 野村 清太郎 ○ ７ 秋山 政治 × 

５ 野村 千江子 ○ １３ 櫻澤 泰信 ○ ８ 高橋 栄一 ○ 

６ 坂本 等 ○ １ 進藤 誠一 ○ ９ 岩﨑 喜久夫 ○ 

７ 長谷川 隆 ○ ２ 木口 和久 ○ １０ 高橋 八夫 ○ 

８ 萩原 康広 ○ ３ 四方田 芳泰 ○ １１ 町田 貴 ○ 
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

７番 長谷川 委員 

 

 

 

 

それでは、定刻となりましたので、農業委員会会議規則第４条により会長が議長とな

り議事を進めていただきます。 

 ただいまから、令和２年第１回農業委員会の総会を開会したいと思います。 

出席委員は、１３名中１１名の出席ですので、総会は成立いたします。 

それでは、議案に入りたいと思います。 

日程第１の議事録署名人及び書記の指名を行ないたいと思います。 

神川町農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により議事録署名人の指名を行い

ます。議事録署名人は、２番 髙栁 義信 委員、３番 髙田 英夫 委員にお願いし

ます。書記は、事務局の堀口、岩井両君を指名いたします。 

 

つづきまして、日程第２第１号議案に移ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

それでは事務局よりお願いします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請について（知事処分） 

 

議案書朗読 

 

続きまして、地区担当委員より報告をお願いいたします。 

 

現地は配置図を見ていただきまして、主要地方道上里鬼石線があります。○○があり

まして、そこから北に向かったところが申請地でございます。現地は長年不耕作地でご

ざいまして、草が生えていましたが、現地は杭が打ってあり、整地されておりました。

よろしくお願いいたします。 

 

櫻澤（課長）事務局長 

１３時３０分 開 会 

     

出席委員数：１１名 

欠席委員数： ２名 

傍聴人  ： ０名 

議事参与 ： ０名 

 

 

 

 

 

 

５条申請 
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議   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 推進委員 佐藤 委員 

 

事 務 局 

 

 

 

推進委員 佐藤 委員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

続きまして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

申請地につきましてはただいま長谷川委員より報告がありましたとおりでございま

す。現地を確認しましたが、以前は草が生えておりましたが、現在はきれいに保全管理

されておりました。今回の申請について、事業計画書、資金計画、残高証明書、見積も

り等すべてそろっておりましたので、申請を受理いたしました。 

 

ありがとうございました。これより質疑にはいります。ただいまの事務局の説明、地

区担当委員からの報告について、発言があるかたは挙手をして意見を述べてください。 

 

太陽光でも、接道がないといけないのか。モジュールとはなにか。 

 

まず 1点目は、太陽光は建築物とみなされないので、接道の要件は不要です。県の指

導によると、工事作業車が入れて、2種農地であれば問題ないという判断です。 

2点目については、モジュールというのは太陽光のパネルのことを指しております。 

 

発電量はどのくらいまで許可になるのか。隣地の同意等はとっているということだ

が、問題が生じないようになっているのか。 

 

低圧の申請のみの受付をしてありますので、高圧のいわゆるメガソーラーに関しては

受けていません。 

また、隣地の同意は得ており、万が一問題が生じた場合には早急に対処する旨の念書

のようなものが申請書に添付されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手あり 

 

 

 

 

 

挙手あり 

 

 

 

 

 

 

 

挙手あり 
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７番 長谷川 委員 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

７番 長谷川 委員 

 

 

今回の接道している道については２項道路ではないということか。２項道路の場合は

セットバックが必要なはずでは。 

 

建設課に確認しないとわかりませんが、太陽光の場合は建築物にあたりませんので、

建築確認がいらないので、どちらでも問題はございません。指導の中ではセットバック

してくださいというお願いはしておりますが、法律上はセットバックの必要は無いとい

うことになってしまいます。 

 

他にございますか。ないようなので採決に移ります。第１号議案１番について、原案

のとおり決定することに賛成の方は、挙手でお願いします。 

全員賛成ということで、第１号議案１番については、原案のとおり許可相当として意

見を添えて県知事に送付致します。ありがとうございました。 

 

続きまして、２番の朗読をお願いいたします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請について（知事処分） 

 

議案書朗読 

 

続きまして、地区担当より報告をお願いいたします。 

 

先ほどの１番の申請地より少し下に下がったところでして、１番の申請地に入るため

の道路として利用する予定でございます。現在は草が刈ってあるような状態です。以上

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員賛成 

 

 

 

 

 

 

５条申請 
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議   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

７番 長谷川 委員 

続きまして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

申請地につきましては、ただいま長谷川委員より報告がありました通りでございま

す。８ページを見ていただきまして、1 番の太陽光がご覧のような配置になっておりま

す。それにつきまして、一時転用の申請地でございますが、工事作業者ですとか、資材

等を配置図のような形で置くような話でございました。進入路については、下の方から

矢印の通りに入っていくそうでございます。以上です。 

 

ありがとうございました。これより質疑にはいります。ただいまの事務局の説明につ

いて、発言があるかたは挙手をして意見を述べてください。 

無いようなので採決に移ります。第１号議案２番について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は、挙手でお願いします。 

全員賛成ということで、第１号議案２番については、原案のとおり許可相当として意

見を添えて県知事に送付致します。ありがとうございました。 

 

続きまして、３番の朗読をお願いいたします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請について（知事処分） 

 

議案書朗読 

 

続きまして、地区担当からの報告をお願いいたします。 

 

申請地は、先ほどの２か所と隣接しているところでして、きれいに整地されておりま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なし 

 

全員賛成 

 

 

 

 

 

５条申請 
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議   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議   長 

 

 

８番 萩原 委員 

 

 

事 務 局 

 

 

１１番 中井 委員 

 

事 務 局 

 

 

した。少し気になったところが、申請地の横に側溝が入っておりまして、何かあったと

きに崩れる心配があるのかな、という感じでございます。よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

申請地につきましては、ただいま長谷川委員より報告があった通りでございます。１

番２番の隣接の三角地でございまして、こちらにパネル２６２枚が設置されるようで

す。角度につきましては１０度。右上の方に断面図がございます。申請書類等すべてそ

ろっておりましたので、申請を受理いたしました。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。これより質疑にはいります。ただいまの事務局の説明につ

いて、発言があるかたは挙手をして意見を述べてください。 

 

この土地は高くなっているようだが、排水についてはどのようになっているのか。緑

道のところに側溝があるのか。 

 

申請地と緑道の間に排水路が通っておりますが、基本は自然浸透で敷地内処理という

ことになっております。 

 

１、２、３番で別業者が入っているのは何か理由があるのか。 

 

たまたま同じタイミングで申請があっただけで、特に関連はございません。地主もそれ

ぞれなので。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手あり 

 

 

 

 

 

挙手あり 
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

推進委員 髙橋栄一 委員 

 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

 

他にございますか。ないようなので採決に移ります。第１号議案３番について、原案

のとおり決定することに賛成の方は、挙手でお願いします。 

全員賛成ということで、第１号議案３番については、原案のとおり許可相当として意

見を添えて県知事に送付致します。ありがとうございました。 

続きまして、４番の朗読をお願いいたします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請について（知事処分） 

 

議案書朗読 

 

続きまして、地区担当からの報告をお願いいたします。 

 

１２ページを見ていただきまして、○○の南に○○というところがあるのですが、そ

の南側のところに九郷用水があります。その側道を東にすすんでいったところが現地に

なります。１３ページ見ていただきますとわかりますが、ちょうど植竹地区と中新里地

区の境のところになります。地図の○○のすぐ南側が申請地でございます。現地はきれ

いに整地されておりました。よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、事務局より説明をお願いいたします。 

 

申請地につきましては、ただいま髙橋委員より報告があった通りでございます。場所

については、○○を東に行っていただきますと、○○がございます。その南側に申請地

があります。１４ページを見ていただきますと、住宅の配置図がございます。平屋の一

戸建てだそうです。 

 

全員賛成 

 

 

 

 

５条申請 
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議   長 

この案件につきましては令和元年の５月に除外案件で農業委員会にかかっておりま

して、今回転用の申請がございました。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。これより質疑にはいります。ただいまの事務局の説明につ

いて、発言があるかたは挙手をして意見を述べてください。 

ないようなので採決に移ります。第１号議案４番について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は、挙手でお願いします。 

全員賛成ということで、第１号議案４番については、原案のとおり許可相当として意

見を添えて県知事に送付致します。ありがとうございました。 

 

続きまして、５番から８番ですが、事業はすでに始まっております。内容は社長名の

変更ということで、事業の内容等には変更はございませんので、事務局より説明をお願

いいたします。 

 

農地法第５条の規定による許可申請について（知事処分） 

 

５番から８番については砂利採取の一時転用の案件でございます。この案件につきま

しては、平成３１年４月１０日に受付、５月２９日付けで県の許可がでているところで

ございます。譲受人の○○は社長が変わり新規法人として登録されましたので、県の指

導がありまして、許可の取り直しということになります。許可済みの場所ですので、す

でに着工して進んでいる案件でございます。よろしくお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

第１号議案５番から８番について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手で

 

 

 

 

異議なし 

 

全員賛成 
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願いします。 

全員賛成ということで、第１号議案５番から８番については、原案のとおり許可相当

として意見を添えて県知事に送付致します。ありがとうございました。 

 

続きまして第２号議案 神川町農用地利用集積計画（案）についてと第３号議案 神

川町農用地利用配分計画（案）について を議題といたします。 

なお、この案件につきましては、議事参与の制限に係るかたがおられます。 

須川委員、野村清太郎委員、長谷川委員、松本委員、そして推進委員の秋山委員、木

口委員は隣室にて待機をお願いいたします。 

 

それでは事務局より議案の説明をお願いいたします。 

 

第２号議案と第３号議案については、農地中間管理事業に係る案件ですので、一括で

審議をお願いいたします。 

まず第２号議案からですが、利用権というところを開いていただきまして、今年度は

新宿・池田地区という地区を重点地区として推進いたしまして、筆が多いので主だった

ところのみ説明していきますが、先に３５ページを見ていただきまして、受人が埼玉県

農林公社となっているページですが、上の３つが新宿・池田地区で３つ目の地番は小浜

になっているのですが、新宿・池田地区を推進する中で、境にあります隣接地を借り入

れてほしいということで今回まとめさせていただきました。 

今年度の中間管理事業でどのくらい集積したかというと、１８８，２７６㎡で約１９

haの農地を中間管理事業によって集積しました。申請番号のところで、１～７０までが

新宿・池田地区で上に各筆の詳細が乗っておりまして、こちらが借り入れられた筆にな

ります。 

全員賛成 

 

 

 

 

 

 

 

該当委員退室 
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続いて、申請番号７１～９０となっているところですが、○○さんの現在借りている

農地をすべて中間管理事業に切り替えたいという申し出がございまして、所有者の方へ

個別推進を行い、集まった３１筆が約４haで３９，６４１㎡が今回中間管理事業によっ

て集積されました。こちらにつきましては、地区が決まっておりませんので、賃料につ

いては過去の推進済みの地区を参考に決定いたしました。 

続きまして、９１～９９というところにつきましては、新里地区の○○さんが追加分

ということで上がったものでございます。 

１００～１０２というところで、過去の推進済み地区より地権者から申し出があった

ものでございます。八日市東地区、元阿保・四軒在家地区のものが出ております。 

続いて３号議案の方の説明に移らせていただきます。農用地利用配分計画というとこ

ろで、こちらは先ほどの集積計画で公社が借り入れた農地について、耕作者への配分を

するものです。このなかで町内の方はある程度分かると思うので、町外の方に絞って説

明をいたします。 

４３ページを見ていただきまして、６３番から○○さんという方ですが、○○市の方

なのですが、農協の円滑化事業を利用して新宿地内の農地を借りていただいていた方で

す。今回中間管理事業で規模を拡大したいという意向があったので、空いている農地は

こちらの方に借りていただきました。 

続いて、４５ページの８９番というところですが、○○さんというかたですが、こち

らも○○の方で同じく農協を通しての貸し借りをしておりまして、○○市の農業委員で

もあります。お話によると、今後法人化して規模を拡大するとのことです。 

続きまして４９ページの番号が１２５番から１２７番というところで、○○さんです

が、○○市にある法人の代表のお父様が農地を借りて、お米を作って加工販売をしてい

るところです。今回法人として借りたいという申し出がありました。 

続いてその下の○○さんですが、○○株式会社の社長です。中間管理事業では書類の
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関係で、個人名で借りていただいております。 

５１ページの１５０番ですが○○さんという○○町の方ですが、昔から利用権設定を

して借りていただいているところを中間管理事業に切り替える形になります。○○町で

も中間管理事業を利用しているとのことです。 

続いて５３ページからは、先ほども説明した○○さんの案件でございます。配分先は

すべて○○さんになっておりまして、現在も借りて耕作しているところですので、問題

はないかと思います。 

続いて５７、５８ページですが、配布資料に一部差し替えということで５８ページの

配分計画案がございます。○○さんに借りていただいているところですが、一筆だけ推

進委員の○○さんへの配分というところで変更になっております。こちらも春先に相談

がありまして、すでに耕作しております。 

続いて５９ページに入りまして、取りこぼし分になりますが、○○さんに配分してい

るものがございまして、昨年ギリギリ借り受けが間に合わなかったものでして、１年遅

れてしまったものです。 

最後に６０ページから６２ページですけれども、すでに集積計画のほうで公社が借り

入れているところでして、耕作者の方から返却された筆に対して、次の耕作者へ再配分

するものです。 

１～９につきましては、先ほどもありました○○さんへ再配分する形になりました。 

１０番から１６番につきましては、耕作者の方が亡くなったため、息子さんへ権利設

定するものです。 

１７番は○○町の○○さんという法人が耕作していたものを○○で大豆を作ってい

る○○さんへの配分となりました。 

１８番１９番については○○さんという○○町の方に配分となりました。近くを耕作

しておりまして、お願いして借りていただきました。 
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最後はまた○○さんですが、先ほどありました筆の近くということで、こちらも借り

ていただくことになりました。以上で説明は終わります。 

 

ありがとうございました。これより質疑にはいります。ただいまの事務局の説明につ

いて、発言があるかたは挙手をして意見を述べてください。 

 

農地中間管理事業の推進に関する法律の改正があったかと思いますが、配分計画を省

略できるということですが、しない理由はあるのか。 

 

公社の方からは、基本的には従来通りのやり方で集積計画と配分計画によって転貸を

してくださいというお話になっております。 

 

他にございますか。ないようなので採決に移ります。２号議案および３号議案につい

て、原案のとおり賛成の方は、挙手でお願いします。 

全員賛成ということで、原案のとおり決しました。ありがとうございました。 

 

以上をもちまして、全ての日程が終了しましたので、総会を閉会といたします。ご協

力ありがとうございました。 

 

解 散（１５時３０分） 
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